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復興特区法（地域協議会に関する条文）抜粋 

 

（定義） 

第二条 この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に

発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災

害をいう。 

２ （略） 

３ この法律において「復興推進事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

一 （略） 

二 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの 

イ～ハ（略） 

ニ 農林水産業、社会福祉、環境の保全その他の分野における各般の課題の

解決を図ることを通じて復興推進計画の区域における東日本大震災から

の復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものと

して政令で定める事業 

三 復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の東日本大震災から

の復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとし

て内閣府令で定める事業のうち復興推進計画の目標を達成する上で中核と

なるものを行うのに必要な資金を貸し付ける事業（第四十四条第一項におい

て「復興特区支援貸付事業」という。）であって銀行その他の内閣府令で定

める金融機関（同項において単に「金融機関」という。）により行われるも

の 

四  （略） 

４～14 （略） 

 

（復興推進計画の認定） 

第四条 その全部又は一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法（昭和二十

二年法律第百十八号）が適用された同法第二条に規定する市町村の区域（政

令で定めるものを除く。）又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの（以

下この項及び第四十六条第一項において「特定被災区域」という。）である地

方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）は、単独で又は共同して、

復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る特定被災区域

内の区域について、内閣府令で定めるところにより、復興推進事業の実施又

はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興

の円滑かつ迅速な推進（以下この節において「復興推進事業の実施等による

復興の円滑かつ迅速な推進」という。）を図るための計画（以下「復興推進計

画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 

資料２-２ 
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２～８ （略） 

９ 内閣総理大臣は、申請があった復興推進計画が次に掲げる基準に適合する

と認めるときは、その認定をするものとする。 

一 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 

二 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑

かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するもので

あると認められること。 

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

10～11 （略） 

 

（新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出） 

第十一条 申請をしようとする特定地方公共団体（地域協議会を組織するもの

に限る。）又は認定地方公共団体（以下この条及び次条において「認定地方公

共団体等」という。）は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その

他の特別の措置（次項及び第八項並びに次条第一項において「新たな規制の

特例措置等」という。）の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域におけ

る復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ず

べき新たな措置に関する提案（以下この条において単に「提案」という。）を

することができる。 

２～９ （略） 

 

（復興推進協議会） 

第十三条 特定地方公共団体は、第四条第一項の規定により作成しようとする

復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項につい

て協議するため、復興推進協議会（以下この条及び次節において「地域協議

会」という。）を組織することができる。 

２ 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 前項の特定地方公共団体 

二 復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者 

３ 第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要がある

と認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者

を構成員として加えることができる。 

一 当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推

進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者 

二 その他当該特定地方公共団体が必要と認める者 

４ 特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当

たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しよ

うとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関する多様な意
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見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 

５ 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方

公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。 

一 復興推進事業を実施し、又は実施しようとする者 

二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推

進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者 

６ 前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合

を除き、当該要請に応じなければならない。 

７ 特定地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅

滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

８ 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の

規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協

議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。 

９ 前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合

を除き、当該申出に応じなければならない。 

10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地

域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域

協議会が定める。 


